
問い合わせ 　税務課　電話：098-866-2101

令和９年２月　宿泊税制度開始のお知らせ４
県の動き

沖縄県特設サイト

宿泊税徴収に
関すること
税務課

宿泊税の
使途に
関すること
観光政策課

「沖縄県宿泊税条例」の制定
国内外から選ばれる持続可能な観光地として発展して
いくことを目指し、令和７年９月の県議会において「沖
縄県宿泊税条例」が可決され、令和９年２月から宿泊税
制度を開始します。宿泊税は、安全かつ安心な観光の実
現や、旅行者の受入体制の強化、観光客の受入れと地域
住民の生活との調和を図るためのものです。さらに、沖
縄固有の歴史文化の継承や自然環境の保全など、観光振
興に活用するための法定外目的税です。
この宿泊税は、都道府県では初となる「定率制」（１人１

泊あたりの宿泊料金の税率２％：上限2,000円）を採用し
ています。すでに独自に宿泊税条例を制定した県内５市
町村（本部町、恩納村、北谷町、宮古島市、石垣市）に、令和
８年３月に条例が可決された名護市を加えた「６市町村」
とともに、令和９年２月に一斉に施行される予定です。

今後の取り組み
令和７年度の入域観光客数は、1,093万5,800人（速報
値）と過去最高を記録しています。これからは、さらな
る観光の質の向上や高付加価値化への転換が求められて
います。そのため県では、多様な旅行ニーズへの対応、
滞在日数の延伸、交通・宿泊の満足度向上、沖縄ならで
はの歴史文化体験の提供、観光人材の育成・確保といっ
た課題に重点的に取り組みます。

宿泊事業者の皆さまへ
令和９年１月27日までに、宿泊施設ごとに「特別徴
収義務者」の登録の手続きが必要です。
登録がまだお済みでない場合は、「宿泊税特別徴収義
務者登録申請書」の提出をお願いします。
詳しい登録方法は、税務課のホームページをご確認く
ださい。
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14美ら島沖縄 2026年7月号
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